
 

議案第６７号 

 

姫路市及び加西市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部変更に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定により、姫路市及び加

西市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を別紙のとおり変更することについて、同条

第４項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年１２月２日提出 

 

                         加西市長 高 橋 晴 彦     

 



 

姫路市及び加西市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の一部を変

更する連携協約 

 

姫路市（以下「甲」という。）及び加西市（以下「乙」という。）は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の２第４項の規定に基づき、平成２７年４月５日付けで締結 

し、令和５年２月１６日付けで一部変更した姫路市及び加西市における連携中枢都市圏形成に

係る連携協約（以下「原連携協約」という。）の一部を変更する連携協約を次のとおり締結す 

る。 

（連携を図る事務等の変更） 

第１条 原連携協約第３条中「次に」を「別表に」に改め、同条各号を削る。 

第２条 原連携協約第６条の次に次の別表を加える。 

 別表（第３条関係） 

  ⑴ 圏域全体の経済成長のけん引 

取組 内容 役割分担 

産学金官民一体となった経

済戦略の策定、国の成長戦略

実施のための体制整備 

産学金官民一体となった経済

戦略の策定、国の成長戦略実施

のための体制整備に取り組む。 

甲は圏域の中心とな

って取り組み、乙は

甲と協力して取り組

む。 産業クラスターの形成、イノ

ベーション実現、新規創業促

進、地域の中堅企業等を核と

した戦略産業の育成 

圏域の経済戦略に基づき、産業

クラスターの形成、イノベーシ

ョン実現、新規創業促進、地域

の中堅企業等を核とした戦略

産業の育成に取り組む。 

地域資源を活用した地域経

済の裾野拡大 

圏域の経済戦略に基づき、地域

資源を活用した地域経済の裾

野拡大に取り組む。 

戦略的な観光施策 圏域の経済戦略に基づき、戦略

的な観光施策に取り組む。 

その他、圏域全体の経済成長

のけん引に係る施策 

その他、圏域全体の経済成長の

けん引に係る施策に取り組む。 

  ⑵ 高次の都市機能の集積・強化 

取組 内容 役割分担 

高度な医療サービスの提供 兵庫県と協力しながら二次及

び三次救急医療体制の整備や

先進医療の充実等、安定的な診

療体制の確立を図るとともに、

医療従事者の確保等に取り組

む。 

甲は圏域の中心とな

って取り組み、乙は

必要な協力を行う。 

高度な中心拠点の整備・広域

的公共交通網の構築 

魅力的でより質の高い都市的

サービスを提供する高次都市

機能の集積した中心拠点の整

備及び広域的公共交通網の構



 

築に取り組む。 

高等教育・研究開発の環境整

備 

将来の圏域を担う人材の育成

支援及び高等教育・研究開発環

境の整備に取り組む。 

その他、高次の都市機能の集

積・強化に係る施策 

その他、高次の都市機能の集積

・強化に係る施策に取り組む。 

  ⑶ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

   ア 生活機能の強化に係る政策分野 

取組 内容 役割分担 

地域医療 救急医療の維持・向上や感染症

予防に係る啓発活動の推進等

を通じた安定的な地域医療の

提供及び住民の健康増進に関

する機能の強化に取り組む。 

甲と乙は、それぞれ

協力して取り組む。 

介護 高齢者等の介護に係る施設整

備・サービス利用への支援や在

宅医療・介護連携に向けた支援

等に関する機能の強化に取り

組む。 

福祉 子育て支援や障害福祉制度の

円滑な運営及び障害福祉サー

ビス等の質の向上・改善に関す

る機能の強化に取り組む。 

教育・文化・スポーツ 学校教育・社会教育環境の整備

のほか、スポーツ・文化芸術活

動の振興、社会教育施設の相互

利用、文化財等の保護に関する

機能の強化に取り組む。 

地域振興 若年求職者や女性等の就労に

つながる各種就労支援及び地

域住民と在住外国人等との交

流促進に関する機能の強化に

取り組む。 

災害対策 大規模災害発生時等における

相互応援の円滑化や地域防災

力の向上に向けた減災・防災体

制の充実及び各消防本部の連

携に関する機能の強化に取り

組む。 

環境 再生可能エネルギー等の普及

促進や環境意識の向上に向け

た啓発活動等、地域の特色を生

かした地球温暖化対策の推進

に関する機能の強化に取り組

む。    

   イ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 



 

取組 内容 役割分担 

地域公共交通 バス路線網の維持・形成、鉄道

の利用促進等、地域公共交通ネ

ットワークの強化に取り組む。 

甲と乙は、それぞれ

協力して取り組む。 

デジタルインフラ整備 デジタルインフラの整備に向

けた情報共有や連携事業にお

けるデジタル技術の活用等、圏

域全体でのＤＸの推進に取り

組む。 

道路等の交通インフラの整

備・維持 

圏域内交通の円滑化を図ると

ともに、防災性と代替性に富む

多核ネットワーク型の地域構

造を構築するため、高規格幹線

道路網をはじめとする広域幹

線道路網の整備促進に取り組

む。 

地域の生産者や消費者等の

連携による地産地消 

直売所や、生産者と消費者が直

結した直販システム等を通じ

た地場産品の販売・学校給食へ

の圏内産品の活用その他の地

産地消の促進に取り組む。 

地域内外の住民との交流・移

住促進 

ＵＩＪターン人材等の発掘や

移住・定住に係る情報発信・地

域活性化を図るための取組を

促進し、地域の特長を生かした

移住・定住施策に取り組む。 

その他、結びつきやネットワ

ークの強化に係る施策 

その他、結びつきやネットワー

クの強化に係る施策に取り組

む。    

  ウ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

取組 内容 役割分担 

圏域内市町の職員等の交流、

人材の育成、外部からの行政

及び民間人材の確保 

圏域内市町の職員等の交流、人

材の育成、外部からの行政及び

民間人材の確保に取り組む。 

甲と乙は、それぞれ

協力して取り組む。 

その他、圏域マネジメント能

力の強化に係る施策 

その他、圏域マネジメント能力

の強化に係る施策に取り組む。 

（効力発生日） 

第３条 この連携協約は、令和７年４月１日から効力を生ずるものとする。 

 



（審議資料） 

 

連携中枢都市圏構想推進要綱（平成 26年８月 25日付、総行市第 200号総務省自治行政

局長通知）に基づき、平成 27年４月５日に加西市と姫路市との間において締結した姫路

市及び加西市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約について、「デジタルインフラ

整備」やデジタル技術を活用した「介護」分野での新たな連携を行うにあたり、連携協約

を変更することについて、地方自治法第 252条の２第４項の規定により、議会の議決を求

めるもの。 
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